
被
害
を
防
止
す
る
た
め
に
は…

被
害
を
防
止
す
る
た
め
に
は…

保
険
年
金
課　
☎
51
ー
６
６
２
８

高
岡
年
金
事
務
所

　
　
　
　
　
　
☎
21
ー
４
１
８
０

　
　
（
音
声
案
内
は
②
↓
②
番
）

問
合
せ
先

新
成
人
の
皆
さ
ん

20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

新
成
人
の
皆
さ
ん

20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

　
20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年

金
に
加
入
し
保
険
料
を
納
め

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
国
民
年
金
は
、
年
を
と
っ

た
時
や
、
い
ざ
と
い
う
時
の

生
活
を
、
み
ん
な
で
支
え
よ

う
と
い
う
制
度
で
す
。
ご
自

身
が
高
齢
に
な
り
、
働
け
な

く
な
っ
た
時
だ
け
で
な
く
、

病
気
や
事
故
で
障
害
が
残
っ

た
場
合
な
ど
に
年
金
を
受
け

取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
20
歳
に
な
っ
て
か
ら
お
お

む
ね
二
週
間
以
内
に
案
内
が

送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、
納
付

方
法
な
ど
を
確
認
し
て
く
だ

さ
い
。
（
す
で
に
厚
生
年
金

や
共
済
組
合
に
加
入
し
て
い

る
方
に
は
送
付
さ
れ
ま
せ

ん
。
）

　
保
険
料
を
未
納
の
ま
ま
に

し
て
お
く
と
、
年
金
の
給
付

を
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。
保
険
料
の
支
払
い

が
困
難
な
場
合
は
、
「
学
生

納
付
特
例
」
や
「
納
付
猶

予
」
な
ど
の
制
度
を
利
用
し

て
受
け
と
る
権
利
を
確
保
し

ま
し
ょ
う
。 

　
学
生
の
方
は
、
本
人
の
所
得

が
一
定
額
以
下
の
場
合
、
国
民

年
金
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ

れ
る
制
度
で
す
。
申
請
の
際
に
、

学
生
証
の
写
し
、
ま
た
は
在
学

証
明
書
が
必
要
で
す
。

　
学
生
で
な
い
50
歳
未
満
の
方

で
、
本
人
お
よ
び
配
偶
者
の
所

得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
に
、

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
猶

予
さ
れ
る
制
度
で
す
。

学
生
納
付
特
例
制
度

納
付
猶
予
制
度

場
所
：
射
水
市
本
庁
舎

　
　
　
　
１
階
１
０
４
相
談
室

日
時
：
1
月
18
日
（
火
）

　
　
　
午
前
10
時
〜
午
後
３
時

予
約
：
高
岡
年
金
事
務
所

　
　
　
☎
21
ー
４
１
８
０

　
（
音
声
案
内
①
番
↓
②
番
）

出
張
年
金
相
談

出
張
年
金
相
談

※

基
礎
年
金
番
号
の
わ
か
る
も
の
や

　
身
分
証
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

知っ得知っ得 情報！情報！
●
射
水
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
（
生
活
安
全
課
内
）

　
月
〜
金
曜
日　
午
前
９
時
〜
午
後
４
時

　
☎
52
ー
７
９
７
４

●
富
山
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
高
岡
支
所

　
（
高
岡
市
御
旅
屋
町
１
０
１
番
地

　
　
　
　
　
　
　
御
旅
屋
セ
リ
オ
５
Ｆ
）

　
月
〜
金
曜
日

　
　
　
　
　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

　
☎
25
ー
２
７
７
７

●
消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン　
☎
１
８
８

問
合
せ
先

消費生活
第84回
消費生活
第84回

　
市
役
所
の
職
員
を
騙
る
者
か
ら
、
「
介
護
保
険

料
が
払
い
戻
さ
れ
る
」
と
Ａ
Ｔ
Ｍ
へ
誘
導
後
、
操

作
を
指
示
し
、
相
手
の
口
座
に
振
り
込
ま
せ
る
手

口
（
還
付
金
詐
欺
）
が
多
発
し
て
い
ま
す
。

・
一
旦
電
話
を
切
り
、
冷
静
に
な
る
。

・
指
示
さ
れ
た
電
話
番
号
で
は
な
く
、
自
分
で

調
べ
た
役
所
な
ど
の
電
話
番
号
に
電
話
を
し

て
確
認
す
る
。

・
周
り
の
人
に
相
談
す
る
。

Ａ
Ｔ
Ｍ
を
操
作
し
て
も

還
付
金
は
も
ら
え
ま
せ
ん

Ａ
Ｔ
Ｍ
を
操
作
し
て
も

還
付
金
は
も
ら
え
ま
せ
ん
！！

還付金詐欺に要注意！還付金詐欺に要注意！

悩
ん
だ
時
や
不
安
に

思
っ
た
時
は
、
す
ぐ
に

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
！

申請・問合せ先 未来創造課  定住・交流促進係　☎51-6614

奨学金を利用して大学などへ進学された学生さんの奨学金を利用して大学などへ進学された学生さんの Uターン・Iターンを支援します！Uターン・Iターンを支援します！
明日の射水を担う若者定住助成金制度明日の射水を担う若者定住助成金制度

ターン型
U 射水市の奨学金を利用して県外の大

学などに進学した自宅外生で、卒業
後就職し、市内に定住された方 ターン型

I 日本学生支援機構の奨学金を利用して射水
市内の大学などへ進学した県外出身の学生
で、卒業後就職し、市内に定住された方

助成金額
助成期間

助成要件

申請締切日

対
象
者

奨学金年間返還額の２分の１の額（ただし、年額96,000円以内）

最大10年間（毎年申請していただきます。）

令和４年２月18日（金）

対象者のうち、次の⑴または⑵のいずれかを満たし、かつ⒜～⒟までの要件を全て満たす方
⑴ 射水市内に居住しており、平成27年４月１日以降に奨学金の返還を始めた方
⑵ 奨学金の返還を始めており、平成27年４月１日以降に新たに射水市に住民登録した方
⒜ 現に就業されている方　 ⒝ 奨学金の返還を怠ったことの無い方 　⒞ 市税等の滞納が無い方
⒟ 令和3年1月1日から起算して、１年以上射水市内に居住している方 ▲詳細は

こちらから

４102022.1


